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１ 公募型プロポーザル実施の目的 

   

   「和光市介護予防・日常生活圏域ニーズ調査支援業務」は、老人福祉法第 20 

条の 8 に規定する老人福祉計画及び介護保険法第 117 条に規定する介護保険 

事業計画（第 10 期長寿あんしんプラン）の策定に当たり、基礎資料とするた 

めに委託するものです。 

  本プロポーザルは、専門的な知識や経験、本業務と同様な業務実績により培  

われた企画・提案力を総合的に判断し、最も適した事業者を選定することを目  

的としています。 

 

 

２ 選定の経緯 

 

  令和６年８月２６日           プロポーザル実施要領の公表 

  令和６年９月２日から９月６日まで    質問票の受付・回答 

  令和６年９月１９日から９月２６日まで  提案書等提出期間 

  令和６年１０月２日から１０月４日まで    書面による審査期間 

令和６年１０月９日           選定委員会 

 

 

３ 選定委員会の構成（順不同） 

   

  委員長 斎藤 幸子 和光市 健康部 部長 

  委 員 梅津 俊之 和光市 健康部 次長 

  委 員 稲原 大介 和光市 健康部 保険年金課長   

  委 員  浅井 里美 和光市 健康部 健康支援課長 

 

 

４ 審査方法 

   

優先契約候補者の選定は、事務局による資格審査を行ったうえで、提出され 

た企画提案書に基づき、選定委員による書類審査を行いました。書類審査は、 

「業務体制等」「企画・提案」「アピール」「個人情報保護」「価格」の５つの項   

目について、評価しました。評価点が最低基準点である６０点未満の場合は、 

優先契約者として選定しないものとしています。  



５ 応募事業者 

   

  株式会社 サーベイリサーチセンター 

 

 

６ 選定結果・講評 

  

 ⑴ 選定結果 

   審査の結果、次のとおり優先契約者を選定しました。 

■ 株式会社 サーベイリサーチセンター  

総得点：340 点（400 点満点） 総得点率：85％ 

          ※ 詳細は、別紙「審査結果」のとおり 

 

⑵ 選定の講評 

 

   今回のプロポーザルにおいては、１者から企画提案書の提出がありまし 

た。企画提案書に記載された提案内容や見積価格等を４名の審査委員が総 

合的に判断した結果、株式会社 サーベイリサーチセンターを優先契約者と

して選定しました。 

  優先契約者となった当該事業者は、地方公共団体の老人福祉計画・介護保  

険事業計画策定に関する業務の受託実績が豊富であり、その際に得たノウハ  

ウを生かした企画の提案が高い評価につながったと考えられます。 

   次年度以降の「第 10 期長寿あんしんプラン」の策定を見据え、正確かつ 

効果的な調査となるよう求めます。 

 

 

 

令和６年１０月 

令和６年度 和光市介護予防・日常生活圏域ニーズ調査支援業務 

委託事業者選定委員会                    

委員長 斎藤 幸子 

 

 

 

 



令和６年度和光市介護予防・日常生活圏域ニーズ調査業務委託事業　審査結果
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・独自性のあるアピールか。また、発注者の負担軽
減となる工夫がなされているか。
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